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砂川営業所 (砂川市役所1階)
74-4215
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屋根・外壁塗装の
ご用命はお任せください

㈱ 加 我 塗 装 工 業
晴見 2条北 8丁目 3番 7号

職業訓練指導員（塗装科）　1 級塗装技能士の店
☎52-3333

小さな工事でもお気軽にお電話お待ちしています

砂川太極拳研究会
会員募集

　キツネなどに頻繁に触れたり、
山菜を食べたり、沢水などの生
水を飲む方は 5 年に 1 度は検診
を受けて感染の有無を確認しま
しょう。
◦�とき　6 月 13 日㈰　10:30 ～

11:00　
◦�ところ　ふれあいセンター
◦�対象　小学 3 年生以上の市民
◦�検査方法　血液検査
◦�料金　500 円
◦�申込　6 月 11 日㈮までにふれ

あいセンターへ
　　

　エキノコックス症の予防は、
エキノコックスの卵が口に入ら
ないようにすることが第一です。
そのために次のことに注意しま
しょう。 
❖外出のあとはよく手を洗う
❖ 野山の果実や山菜などを食べ

る場合は、よく洗うか十分加
熱してから食べる

❖ 生ごみなどキツネの餌になる
ものはきちんと保管し、適切
に処分する

❖ 沢水や小川の水など、生水は
飲まない

❖ キツネに餌を与えたり、呼び
寄せたり、手で触れない

❖ 犬が野ネズミを捕まえて食べ
ないよう、放し飼いは絶対に
しない
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　砂川スティッカーズでは、野
球を通じて仲間との絆を深め、
礼儀や協調性を学び、体力の向
上に努めながら子どもたちの心
と体を鍛えています。見学や体
験は随時行っているので、ぜひ
お越しください。
◦とき・ところ
❖月・水・金曜日　
　16:00 ～　日の出グラウンド
❖土曜日　
　9:00 ～　北グラウンド
❖日曜日　
　9:00 ～　日の出グラウンド
◦対象　市内・近隣地域の小学生
問関尾℡ 090-1305-7100
　佐々木℡ 090-8273-1249

　砂川太極拳研究会では新会員
を募集しています。今年度から
定例会に加え、働き世代や未経
験の方にも参加いただけるよう
に「健康づくり太極拳」を開設
しました。ゆったりした動きを
通して心と体の健康づくりを目
指します。ぜひ一度、見学や体
験にお越しください。
▽健康づくり太極拳
◦とき　毎週土曜日　13:30 ～
◦ところ　公民館 4 階　大会議室
▽定例の練習会
◦とき　毎週木曜日　13:30 ～
◦ところ　海洋センター
問山田℡ 52-6512

砂川スティッカーズ
団員募集

　計量法により、取引や証明上
の計量に使用する非自動はかり

（静止状態で計量するはかり）は、
検定証印などが付されたもので
なければならず、また、２年に
１度の定期検査または代検査を
受けることが義務付けられてい
ます。この検査を受けなければ、
取引や証明上の計量に使用する
ことはできません。
　市では、小型はかり（ひょう
量 1 トン未満の非自動はかり）
定期検査の事前調査を実施して
います。現在、事前調査の通知
を受けていない小型はかりをお
持ちの方は、6 月 14 日㈪までに
ご連絡ください。
▽小型はかり定期検査
◦�とき　7 月 6 日㈫午後～ 8 日

㈭午前
◦�対象　小型はかり（ひょう量

１トン未満）
問商工振興係℡ 74-8382

　スズメバチが巣を作り始める
時期になりました。女王蜂は 1
匹で巣を作り始めますが、この
時期はほとんど攻撃性がないた
め、スプレー式殺虫剤で容易に
巣を取り除くことができます。
日頃から住宅周りの点検を行い
ましょう。市では一般住宅にで
きたスズメバチの巣の撤去を
行っていますが、事業所に出来
た巣は市では駆除できません。
駆除業者を紹介しますのであら
かじめご了承ください。
問環境衛生係℡ 74-4769

小型はかり
定期検査のお知らせi

スズメバチの巣の
撤去についてi

エキノコックス症検
診を行います

予防のために大切なこと
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　計量法に基づく有効期限が満
了になる水道メーターの取り替
えを行います。対象となる各事
業所、家庭には事前に文書で連
絡します。取り替え期間は、6
月下旬から 10 月下旬までを予定
しています。なお、家屋の改造
や取り壊しなどを予定している
方は、水道企業団にお知らせく
ださい。
問 中空知広域水道企業団
　℡ 53-3840

　7 月の健診を次のとおり行い
ますので、ご希望の方は申し込
みください。
◦とき　7 月 1 日㈭～ 10 日㈯
◦�ところ　細谷医院、明円医院、

村山内科医院、いとう内科循環器
科クリニック、砂川慈恵会病院

◦対象　後期高齢者医療保険加入者
◦料金　400 円
◦申込　6 月 1 日㈫～ 10 日㈭ま
　でに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　

　「同じ年齢の子どもと遊ばせた
い」「育児の相談をしたい」そん
な保護者を応援するため、保育
所を開放します。どうぞお気軽
にご利用ください。利用の際は、
事前に申し込みが必要です。
◦�とき　6 月 16 日㈬　10:00 ～

11:00
◦ところ　市内保育所
◦対象　未就学児とその保護者
◦内容　「シールで遊ぼう！」
◦申込　下記へ
問ひまわり保育園℡ 54-4555
　さくら保育園℡ 52-3335
　空知太保育所℡ 53-3287

・砂川警察庁舎　9:30 ～ 11:00
・ 北海道三井化学㈱　12:20 ～

13:30
・市立病院　14:00 ～ 16:30
※ 配車の都合などにより実施場

所、日程、時間の変更がある
場合がありますので、ご了承
ください。
問社会福祉係℡ 74-8103

　虫歯予防のため定期的（6 か
月ごと）にフッ素塗布を受けま
しょう。
◦�とき　6 月 16 日㈬　受付 9:30

～ 10:00
◦ところ　ふれあいセンター
◦対象　満 1 歳 6 か月～ 6 歳
◦料金　無料
◦持ち物　母子健康手帳と子ど
　もの歯ブラシ 2 本
※必ず歯磨きをしてきてくださ
　い。希望者には歯の染め出し
　も行います。
◦申込　6 月 15 日㈫までに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000
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入居者
募集中

晴見 3 条北 8 丁目 3 番 5 号

高齢者生活（介護保険）相談、認知症・リハビリデイ、グループホーム

サービス付き高齢者向け住宅

☎52-3650

個室・夫婦
部屋ご用意
できます

ホームページ
はこちらから

インスタグラム
はこちらから

ツイッター
はこちらから

フェイスブック
はこちらから

りんごの里 北海道ケアネット

りんごの里グループ
お か げ さ ま で

創 業
17 周年

YouTube ふるさとデザイン 暑寒別連峰ライブカメラ

後期高齢者健康診査

6月の保育所開放

献血にご協力を！

6 月 24 日㈭

水道メーターの
取り替え

令和 3年度�会計年度任用職員募集

※ 6 時間以上の勤務の場合は原則 1 時間の休憩があります。
※会計年度任用職員の身分などについては「広報すながわ」2 月 1 日号または市ホームページをご覧ください。

◦任用予定期間　令和 3 年 7 月上旬から 8 月下旬まで
◦試験方法　書類選考および面接試験　　◦試験日　個別に連絡
◦�申込方法　砂川市会計年度任用職員任用申込書兼履歴書（※）に必要事項を記入し、6 月 18 日㈮までに、下記の

申し込み先に持参または郵送（必着）
※下記の申し込み先に備え付けているほか、市ホームページからダウンロード可。なお、市販の履歴書でも可。

職　種 募集
人数 業務内容 報酬（時給） 勤務時間など 休日 資格要件など 詳細・申込

学校プール監視員
（市内各小学校） 6

プールの監視、
プール設備の
管理

976 円～
【平日】14:30 ～ 18:00、14:30 ～ 20:00
【休校日】9:30 ～ 18:00、9:30 ～ 20:00
◦週 5 日、シフト制

不定休 なし
総合体育館
振興係
℡ 54-2175

すながわ健康ポイント対象事業
令和 3年砂川消防演習
中止のお知らせ
　６月６日㈰に予定していた
令和 3年砂川消防演習は、新
型コロナウイルス感染症に終
息がみられない状況を鑑み、
中止とします。ご理解のほど
よろしくお願いします。
問砂川消防署℡ 54-2196

フッ素塗布
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　離婚時の年金分割制度とは、離婚した場合に以下の条件に該当したとき、当事者からの請求により婚姻期間
中の厚生年金を当事者間で分割することができる制度です。離婚後 2年以内に手続きを行う必要があるので、
お早めに年金事務所までご相談ください。

◇離婚時の年金分割方法
　サラリーマンなどが加入する厚生年金は、給与などの報酬の額に応じて保険料を納付し、報酬額の記録に応
じて厚生年金が支払われます。離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について厚生年金の支給額の計算
の基となる報酬額の記録が分割されることになり、年金額を分割できます。分割方法には「合意分割」と「３
号分割」の２種類あります。

問年金事務所℡ 28-9002

①合意分割制度
　次の条件すべてに該当した場合に、当事者二人からの
請求により厚生年金（共済組合の組合員である期間を含
む）の保険料納付記録（標準報酬）を分割できる制度です。
この制度により分割される記録は婚姻期間中の二人の保
険料納付記録に限られます。

❖ 平成 19年４月１日以後に離婚または事実婚関係を解消
（※）している
※�事実婚関係にあった間に当事者の一方が国民年金の第
３号被保険者であった場合に限る。

❖ 二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定め
ている

❖�請求期限（離婚日の翌日から２年）を経過していない

②３号分割制度
　次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第３号被
保険者（厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の
被扶養配偶者で、20歳以上 60歳未満の人）であった方
からの請求により、相手方の保険料納付記録を２分の１
ずつ分割できる制度です。当事者双方の合意は必要あり
ません。この制度により分割される記録は平成 20年４月
１日以後の国民年金第３号被保険者期間中の記録に限ら
れます。

❖ 平成 20年５月１日以後に離婚または事実婚関係を解消
している

❖ 平成 20年４月１日以後に当事者の一方に国民年金の第
３号被保険者期間がある
�❖�請求期限（離婚日の翌日から２年）を経過していない

離婚時の年金分割制度

　エアコンクリーニングで快適生活！
エアコンの分解洗浄、修理、取付工事、エアコンのこと
なら何でもお問い合わせください。
石油ストーブ、給湯・暖房ボイラー等の石油燃焼機器の
修理、分解整備、不凍液交換や販売、取付工事も全機種、
メーカーを問わず対応いたします。

有限会社 空知空調
　　東 4 条南 18 丁目 1-37 ☎54-1695

　砂川市立病院は、シトラスリボンプロ

ジェクトに賛同しています。詳細につい

ては当院ホームページをご覧ください。

問 市立病院経営企画課企画係℡ 54-2131

広げよう
シトラスリボンプロジェクト
～差別、偏見のない
　　　「ただいま」「おかえり」と
　　　　　　　　　言えるまちに～

市立病院
ホームページ

◉�市議会議員選挙における当選人の
　更正決定について
　平成 31 年 4 月 21 日執行
の砂川市議会議員選挙にお
いて当選した髙田浩子氏は、
被選挙権の有無に関する選
挙争訟により、令和 3 年 5
月 13 日付けで当選の無効が
確定しました。
　これを受け、市選挙管理
委員会は、当選人の更正決
定のための選挙会を 5 月 23
日㈰に開催し、同日付けで武田真氏を新たな当
選人として決定しました。
問選挙管理委員会事務局℡ 74-8794

武田　真
（敬称略）
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　これまでの児童扶養手当額の算定方法では、障害基礎年金等（※ 1）と児童扶養手当の月額を比較し、年金
額が児童扶養手当の額を上回る場合は児童扶養手当を受給できませんでした。令和３年３月分の手当以降は、
児童扶養手当の額（※ 2）が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回るときはその差額分が児童扶養手当と
して支給されるようになりました。
　なお、厚生年金保険法に基づく障害厚生年金（3級）のみ受給されている方や遺族年金、老齢年金、労災年金、
遺族補償などの障害年金以外の公的年金は今回の制度改正の対象となりません。

（※ 1）国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など
（※ 2） 所得に応じて額が変わります。障害基礎年金等を受給されている方は、非課税公的年金給付等を含めたうえで、所得を算出します。

◦申請期間
・すでに障害基礎年金等を受給し、児童扶養手当の認定を受けている方→申請は不要です。
・障害基礎年金等を受給しているが、児童扶養手当の申請をされていない方
　�→�令和 3年 3月 1日時点で支給要件に該当している場合、令和 3年 6月 30日㈬までに申請することで、令

和 3年 3月分の手当までさかのぼって支給されます。
問子育て支援係℡ 74-8369

児童扶養手当の制度が変わります

変更イメージ

障害基礎年金等　＞　児童扶養手当 現行

児童扶養手当を受給できない

障害基礎年金等の　＜　児童扶養手当

本体部分
差額

子の加算部分

子の加算部分との差額を
児童扶養手当として受給できる

改正後

　市では、平成 27年 6月 6日に飲酒運転を原因とする危険で無謀な運転により 5人が死傷する悲惨な交通事
故が発生し、市民の皆様に飲酒運転の恐ろしさと大きな憤り、そして深い悲しみをもたらしました。飲酒運転
の撲滅は市民の願いであり、再発防止に努めなければなりません。そのためにも、「飲酒運転をしない、させ
ない、許さない」という強い自覚を持ち、すべての人が一体となって飲酒運転の撲滅に取り組むため、平成
27年 12月 7日に「砂川市飲酒運転撲滅に関する条例」が制定され、6月 6日は「飲酒運転撲滅の日」と定め
られています。
　飲酒による交通事故は自身の暮らしはもちろん、家族、友人、職場など多くの人に影響を与える「悪質な犯
罪」です。楽しい「お酒」とするためにも、「飲酒運転」は絶対にやめましょう。

6 月 6日は「飲酒運転撲滅の日」

問生活交通係℡ 74-4758

▶アルコールの 1単位
　�アルコール摂取量の基準とされる 1単位とは、純
アルコールに換算して 20gです。（右記参照）
▶アルコールの分解に必要な時間
　�1 単位のアルコールの分解には男性で約 4時間、
女性で約 5時間かかります。3単位飲んだら半日
はアルコールが体内から消えません。酔いがさめ
ていても、この状態で運転すれば飲酒運転です。

純アルコール 20g（1単位）に相当する目安量
ビール（5％）　500ml（中ビン 1本）
日本酒（15％）　180ml（1合）
ワイン（12％）　200ml（グラス 2杯）
チューハイ（7％）　350ml（1缶）
焼　酎（25％）　100ml

子の加算部分


